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山形県告示第152号

　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第153号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、土地改良区の定款の変更を次のとおり認可し

た。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

指定年月日
居宅サービスの

種類　　　　　
事業所の名称及び所在地

指定居宅サービス事業者の

名称及び所在地　　　　　

平成16. 1. 9通 所 介 護

ケアセンターとこしえ二色根

南陽市二色根73

有眼会社　テイクオフ

西置賜郡白鷹町大字畔藤1682

番地２

同　　　1.14
痴呆対応型共同生

活介護

グループホームやまぼうし

米沢市直江町123－４

株式会社　菊地組

米沢市直江町２番30号

同　　　1.21福 祉 用 具 貸 与

みらい福祉用具貸与事業所

米沢市中央七丁目６番21号佐藤コーポ

102号室

有限会社　羽前技研

米沢市中央七丁目６番20号

同　　　1.30
痴呆対応型共同生

活介護

グループホーム「結いのき」指定痴呆対

応型共同生活事業所

米沢市花沢町2695番地の４

米沢生活協同組合

米沢市通町六丁目16番57号
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１　土地改良区の名称

　　蔵岡土地改良区

２　事務所の所在地

　　最上郡戸沢村大字名高1593番地96

３　認可年月日

　　平成16年２月３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第154号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により定めた県営新庄地区土地改良（かんがい排水）事

業計画を変更したので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　縦覧に供する書類の名称

　　県営土地改良（新庄地区かんがい排水）事業変更計画書の写し

２　縦覧に供する場所

　　新庄市役所

　　大蔵村役場

３　縦覧に供する期間

　　平成16年２月13日から

　　同　　年３月12日まで

４　そ の 他

　この告示に係る計画の変更に対して異議がある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に

申し出ることができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第155号

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第９項の規定により、県営立小路地区土地改良事業に係る換地処

分をした。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第156号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部西置賜総務建築課において平成16年２月10日から同年２月23日まで縦覧

に供する。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　一般国道

２　路　線　名　　348号

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

110
18.2～

12.8
旧

西置賜郡白鷹町大字十王字柿之木5088番１から

同　　　　　　　　　　字塩田前5044番１まで

同　上
16.0～

12.8
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル
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山形県告示第157号

　次の開発行為は、完了した。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　許可番号

　　平成15年12月２日　　指令置総建第８号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　長井市泉字北舘2112番、2115番、2116番、2121番の一部、2122番の一部

３　開発許可を受けた者の所在地及び名称

　　米沢市松が岬二丁目１番１９号

　　株式会社　ナウエル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第158号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成16年２月10日から同年２月23日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　余目加茂線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第159号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

　なお、関係図面は、庄内総合支庁建設部建設総務課において平成16年２月10日から同年２月23日まで縦覧に供す

る。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　道路の種類　　県　道

２　路　線　名　　鶴岡村上線

３　変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

425
38.0～

13.0
旧

東田川郡三川町大字東沼字村岸448番から

同　　　　　　　　　　字沖265番まで

同　上
38.0～

13.0新

同　　　　　　　　　　　　　　　　上

476
41.0～

13.0
同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル メートル

メートル

延　　長敷地の幅員旧新の別区　　　　　　　　　　　　　　　　間

114
68.6～

29.0
旧

東田川郡朝日村大字東岩本字沖田197番から

同　　　　　　　　　　　　　　194番まで

同　上
53.4～

23.8
新同　　　　　　　　　　　　　　　　上

メートルメートル

メートル



山　　形　　県　　公　　報 第1515号平成16年２月10日（火曜日）

148

  公　　　　　告  

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の設

立の認証について申請があった。

　　平成16年２月10日

山形県知事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

１　申請のあった年月日

　　平成16年１月28日

２　申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びにその定款に記載された

目的

　 　名　称

　　　特定非営利活動法人　ガンダーラ

　 　代表者の氏名

　　　清治　ひさ子

　 　主たる事務所の所在地

　　　山形県上山市新湯１番１４号

　 　定款に記載された目的

　この法人は、高齢者等、何らかの生活上の支援を必要としている地域住民を対象として、生活支援事業を行

うことにより、住民が地域社会の中で人間としての尊厳を保ち続けながら生活できる社会の実現に寄与するこ

とを目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、Ａ重油の売買について、一般競争入札を次のと

おり行う。

　なお、この入札に係る調達は、1994年４月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定の適用を受ける。

　　平成16年２月10日

山形県立中央病院長　　齋　　　藤　　　幹　　　郎

１　入札の場所及び日時

　 　場　所　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院３階第２会議室

　 　日　時　　平成16年３月24日(水)　午前11時

２　入札に付する事項

　 　調達をする物品の名称　Ａ重油（JIS１種２号）

　 　調達予定数量　2,100キロリットル

　 　納入期間及び納入方法　平成16年４月１日から平成16年９月30日までの間において、指定する納入日に指定

する数量をタンクローリーで納入すること。

　 　納入場所　山形県立中央病院

　 　入札方法　１リットル当たりの単価により行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の100分の５に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

３　契約期間以降の調達予定

　 　調達する物品の名称　Ａ重油（JIS１種２号）

　 　調達予定数量　2,700キロリットル

　 　入札公告の予定時期　平成16年８月

　 　一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札公告の日付　平成16年２月10日

４　入札参加者の資格

　　特定調達契約に係る競争入札参加者の資格に関する公告（平成16年１月23日付け山形県公報第1510号）により

公示された資格を有すること。

５　契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び契約に関する事務を担当する部局等

　　山形市大字青柳1800番地　山形県立中央病院経営課　電話番号023(685)2623
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６　入札保証金及び契約保証金

　 　入札保証金　免除する。

　 　契約保証金　契約金額の100分の10に相当する金額以上の額。ただし、山形県財務規則（昭和39年３月県規則

第９号）第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。

７　入札の無効

　　入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他山形県財務規則

第122条の２の規定に該当する入札は、無効である。

８　落札者の決定の方法

　　山形県財務規則第120条第１項の規定により作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札（有効な入

札に限る｡）をした者を落札者とする。

９　契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨

　　日本語及び日本国通貨

10　そ の 他

　 　この契約においては、契約書の作成を必要とする。

　 　この入札及び契約については、山形県立中央病院の都合により、調達手続の停止等があり得る。

　 　当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は、効力を有しない。

　 　詳細については入札説明書による。

11　Summary

　 　Nature and quantity of the products to be purcahsed: A Fuel Oil 2, 100kl

　 　Time-limit for tender: 11:00 A.M. March24, 2004

　 　Contact point for the notice: Accounting Division, Yamagata Prefectural Central Hospital, 1800 

Aoyagi, Yamagata-shi, Yamagata-ken 990-2292 Japan TEL 023-685-2623
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